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2026年3月23日 

各 位 

会 社 名 S A A F ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 

代 表 者 代 表 取 締 役  社 長 執 行 役 員 左奈田 直幸 

 （コード：1447、東証グロース）

問合せ先 上席執行役員経営管理本部長 宗 宮  伸 英 

  （電話番号：03‐6770‐9970）

 

 

大規模買付等に関する対応策（買収への対応方針）に関する 

共同協調行為の追加認定について 

 

当社は、2026年２月25日付適時開示「当社株式等の大規模買付等に関する対応策（買収へ

の対応方針）の導入について」にて公表いたしましたとおり、同日開催の取締役会におい

て、当社の企業価値および株主の皆様の共同の利益を確保する観点から、当社の財務および

事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第118条第３号

柱書に規定されているものをいい、以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。）を

決定するとともに、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務

及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（同号ロ(２)）として、当

社株式の買付等への対応策（以下「本対応方針」といいます。）を導入することを決議して

おります。 

そして、当社取締役会は、2026年３月16日付適時開示「大規模買付等に関する対応策（買

収への対応方針）に関する共同協調行為の認定について」にて公表いたしましたとおり、同

日に当社独立委員会から、2026年１月31日時点の株主名簿に記載された一部の株主である前

俊守氏、浅賀裕美子氏、小白川貢氏、合同会社YN企画、情報システム販売株式会社、合同会

社Happy horse、鈴木祥元氏、野本豊氏、アジア開発キャピタル株式会社、株式会社セラ・

インターナショナル、日壁惠美子氏、株式会社アセットプロデュースおよび株式会社TMフィ

ナンシャルストラテジー（以下「第１回認定対象株主」といいます。）の間において、共同

協調行為が行われていると認定することに関する勧告書（以下「第１勧告書」といいま
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す。）を受領いたしました。当社取締役会は、第１勧告書の内容を評価・検討し、同日2026

年３月16日開催の取締役会において、第１回認定対象株主の間に共同協調行為が存在してい

ると判断いたしました。 

その後、当社独立委員会は、第１回認定対象株主以外の株主およびその関係者について、

当社株式の保有状況ならびに公表資料および当社から提供を受けた資料に基づく動向を調査

いたしました。その結果、当社取締役会は、本日2026年３月23日に当社独立委員会から、第

１回認定対象株主と、2026年３月３日時点の株主名簿に記載された一部の株主である本多敏

行氏、ミツワ樹脂工業株式会社、イーグルファンドＳＰ４号有限責任事業組合（以下「第２

回認定対象株主」といい、第１回認定対象株主とあわせて「本買付者等」と総称します。）

により共同協調行為が行われていると認定する勧告書（以下「本第２勧告書」といいま

す。）を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１. 本第２勧告書の内容  

本第２勧告書において、当社独立委員会は、第２回認定対象株主と第１回認定対象株主と

の間において、当社株式に関して共同協調行為が行われていると認定したことについて勧告

しております。 

当該勧告の理由を含む本第２勧告書の全文（公表版）は、別紙をご参照ください。なお、

別紙の本第２勧告書は、当社独立委員会の了承を得て、一部仮名とするとともに、マスキン

グ（黒塗り）を行っております。 

 

第２回認定対象株主 

No. 会社名/個人名 代表者名 

1   本多敏行氏 （個人） 

2   ミツワ樹脂工業株式会社 平野正浩氏 

3   イーグルファンドＳＰ４号有限責任

事業組合 

組合員 イーグルベンチャー

ズ株式会社（職務執行者 渡

邊正輝氏） 

組合員 ミツワ樹脂工業株式

会社（職務執行者 平野正浩

氏） 
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２. 当社取締役会による第２回認定対象株主の間における共同協調関係の評価・検討の結果 

当社取締役会は、当社独立委員会による本第２勧告書の内容はいずれも合理的であり、本

第２勧告書記載の事実等から、本買付者等による共同協調行為が存在していることが合理的

に推認されるところ、共同協調行為の存在を否定するような別段の事情も存在しないことか

ら、本日開催の取締役会において、本買付者等による共同協調行為が存在していると判断い

たしました。また、当社取締役会は、仮に本買付者等が本対応方針に記した買付者等（買付

等を自ら単独で又は他の者と共同ないし協調して行う又は行おうとする者）に該当するにも

かかわらず、本買付者等が本対応方針に定めた手続を遵守せず、当社株式の買付等を実行し

たと認められる 

場合には、本買付者等による買付等が撤回されない限り、本独立委員会の勧告に従い、本

対応方針に定める手続に従って新株予約権の無償割当て等を実施する可能性があります。 

当社独立委員会においては、本買付者等の株主およびその関係者についても、当社株式の

保有状況ならびに公表資料および当社から提供を受けた資料に基づく今後の動向を踏まえて、

その都度、共同協調行為の存否または本対応方針に定めた手続の違反等について判断し、随

時に勧告を行う予定です。 

当社の今後の対応につきましても、適時に開示を行ってまいります。 

以 上 
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